
昭和47年度秋田城跡発招調査概報

秋 田 城 Z亦



序

秋田城は、古代律令制における東北日本海側の中核基地として、奈良朝が北国経営の拡大強化を

はかったところであることは 正史で明らかなところである。

その実体については、これまで多くの先覚者によって調査がなされ、また、 10年前の国営発畑調

査でほぼその性格が解明されている。 しかし、必ずしもその全容把握に l心、たっていないのが

実状である。 こうしたことは とりもなおさず秋田城跡の実体が、いかに複雑かつ特殊性を多く秘

めているかを、如実に物語っているものと考えられる。

当市では、今年度からあらたに、秋田城跡発揖調査事務所を設け、その解明と保護対策を進めて

いるが、事業遂行と概報をまとめるにあたっては、国・県・地元の関係者、並びに宮城県多賀城跡

調査研究所の絶大なご援助と、直接発掘にたずさわったかたがたのご協力に対し深〈感謝申しあげ

るしだいで・ある。

この概報が、広〈 一般の活用に資すとともに、同史跡の保護、さらには、東北古代史研究の一助

となればまことに幸甚1・ある 。

昭 和 48年 2 月

秋田市教育長 南白 山 ，忠
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発掘作業には、宮城県多賀城跡研究所員の他、青山学院大学 3年、手塚均、立正大学 3年、斎藤

隆、中央大学 4年、荘内昭男諸氏のご協力を得た。 また、資料の実測にさいしてご協力下さった男

鹿市公民館、鷹ノ巣町教育委員会、それに、日ごろご指導いただいている奈良修介、富樫泰時諸

氏に 厚〈 、お札を申し述べるものである 。







図版 2 

上、勅使館全景 下、土塁



I 遺跡の現状

約87haにおよ ぶ秋田城跡は、市中心部より約 3km北西に位置し、秋田市寺内字大畑、鵜ノ木、焼

山、大小路、神屋敷、児桜、高野および堂ノ沢の 8つの大字に達す る。

内一帯は、標高50m以下の微高な高清水丘陵である。この丘陵の地質は、第四系の喋層ないし

含喋砂層 (潟西層又は寺内層 )からなっている。本層は良帯水層で、浸透水は飲料水とし て使用さ

れてい る。 (注 1)。

丘陵北方は、港町として栄え、また 江戸初期まで安東氏の肘城として知られる湊域が存した市街

地、土崎港町がある。東は、現在急激な宅地化が進みつつあるが、最近まで条 11¥.遺構が残存した 「

の坪」 と言われる田園地帯である 。西には、|日雄物川が高治水丘陵西方直下にあり、わずか 2kmで

日本海にそそ れ かつて、地質学の立場から、雄物川 (秋田河)は天平の昔、高清水丘陵東側を流

れていた (注 2)との説を発表されたが、その後、地質学者、文献学者の間では、河道東側説は批

判的であり、少なくとも歴史時代以降の河道の変遷はなかったというのが定説のようである(注 3ん

日本海岸に隣接する高消水丘陵は、北西からの季節風を受けて、丘陵の北西部は 2-lOmの飛砂

に覆われ 、史跡北に位置す る空素沼は その昔 狼ケ沢 (大神ヶ沢)と呼ばれる沢であったが、近

世になって飛砂で塞き止められ沼になったと与えられている。

現在寺内地区は、宅地化が急激に進み、史跡を南北に走る旧国道沿いは、住宅密集地帯であり、

総戸数600戸を数える。 史跡指定地内の約60%は山林、畑で16%は宅地によって市められている。

丘陵上には 、現存する遺構、 および過去の調査において諸遺構群が確認されている 。 そのうち顕著

なものに、 多くの研究者か ら指適され、また、昭和34-37年の国営発J屈でも調査された土塁遺構が

ある。東側は高清水小学校グランドより 始まり、北の幣切山地区、護国神社地区、西は焼山 の一部

にあり 、原形は失なわれてい るが、ほぼその様相を知るこ とができる。総延長は約 660m で、その

部は調査きれ、構築法、規模、伴出遺物が明 らかにさ れている。 また史跡南端通称勅使館と呼ば

れる 地域に は、空堀を挟んで二重の土塁が巡ってい る。勅使館については、極々の思考がなされ、

かつては秋田城=勅使館説もなされた (注 4んその後の研究の結果、秋田城を取り囲む外塁線の

部と考えられるに至り 国営発掘 では 古銭磁器片が出土し、比較的時代の下 った遺構であると

の結論が出された。今年度の土塁調査においても 、土塁っき固め中より、瓦、須恵器、須恵系赤焼

土器が出土することを確認 している。さらに 11月下旬に行った分布調査によって、第 2図のような

土塁遺構が確認され 、土塁の状況、過去の調査結果、遺物、地形等から考え、土塁遺構を中心に約

10万平方メートルの範囲が独立した lつの館跡であるとの推定に達 した。

その他の土塁遺構としては、市水道局浄水場西の突出部の山林に見ることができる。南、北の

高まり共に極めて小規模で、巾 2-3 m、高き5O-70cm程である。 この延長の遺構は、北では前回

調査された土塁と考えられる。南延長線は宅地造成で斜面が大きく削除きれ不明であるが、 12月の
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第 2図 史跡秋田城跡地形図及ぴ調査地域図

分布調査で浄水場南斜面の カ ッテング部分に多数の土器片、瓦片の混入が確認されており、これか

らの調査が待たれ る所であ る。

また 、以前の国営発掘で明らかにされた地下遺構として下記のものがある。

護国神社北側の突出部平担地か らは 瓦を使用したカマド状の遺構があり、埠跡、とされている (第

2図ー 1)。神社北側の沢を隔てた幣切山の調査では、10基の カマド跡が確認さ れ、同時にフイゴロ、

鉄鐸等の出土より鍛治場跡ときれてい る。現在山は削られ、中央の沢、沼は埋め られ宅地と化して

いる (第 2図ー 2)。高清水小学校グランド東南の高台では 、改築痕跡の認められる推定四天王寺跡、

が発見されている (第 2図-3)。調査地の西側、 一段低い場所は、現在畑地 となっているが「雨池」

と林し 、つい最近まて.*田に使用された湿地帯である。こ こか らは、多くの加工木片が出土してい

る。勅使館の北、 字大小路は大分部が南斜面の畑地か らなっており、瓦、土器片の散布が多 L、地ぼ

である。前回の調査では、瓦 須恵器を伴う住居祉が発見されている(第 2図ー 4、 5)。 浄水場

の北、 字焼山 では 、西斜而を登り詰めた所の土塁が調査され、その東の畑地では地表下50cmの深き

で、 3棟 の建築造構と住居祉が発見された (第 2図-6)。秋田城跡、の中心と 考えられる護国神社境
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内.1::は、土塁、建築遺構、内柵列と共に、多数の土師、須恵そして「高J f秋田」刻印の格子目叩文

平瓦が出土している(第 2図ー 7)。以上、高清水丘陵の地形と現存遺構、それに前回発掘調査で発

見された遺構群を概観してきた。

今後の問題としては、急激に増えつつある宅地造成と、各種土木工事による地下遺構破壊に対処

すると共に、これからの調査によって、秋田城の性格を明確化することであり、現在までの発掘調

査によ る諸遺構群の発見は秋田城閥解明の大きな業績である。

しか し、発掘面積、その他の問題から十分な調査とは言 えない面も少なくない。調査面積の明加、

出土遺物の研究によって既発見遺構との関連が明確化され、遺跡全体の把握につながるものと考え

る。 また 季節風をまともに受ける丘陵地は 大部分が飛砂に覆われていることは前述の通りである

が、従来の発掘方法では 、各作業に支障をきたす面 が極めて多〈、砂丘地における発掘方法も 合わ

せて考える必要性があ る。
(小松 正

(注 1) 「秋田」 経済企画庁 昭和41年 3月

(注 2) 大橋良一 fJ也理学評論」一秋田断層、即ち天長大地震の震源に就て」 3巻 8号

(注 3) 新野直吉 「律令古代 の東北」 昭和44年

藤岡一 男 「秋田城跡発編調 査概報 第 3次」 昭和36年

(注 4) 鎌田正苗 「寺 内旧制記」 - 勅使館 一

11 調 対主巳主 計 画

1) 調査にいたる経過

昭和14年、史跡名勝天然記念物保存法にもとずき、史跡指定となった秋田城跡の調査研究は、

近世中期以降、多くの先学者によってなされてきたところであるが、なかでも昭和 7年、長年の研

究をまとめて発表した故大山宏氏の業績 (注 1)は、高〈評価きれているところである。

また、同史跡の具体的調査は、昭和33年、通称幣切山の無断現状変更にともない、緊急発掘調査

を実施したことに発し、翌34年から37年までの 4か年問、斎藤忠博士を総括責任者に迎え、国営発

掘調査が行なわれた。

以来、この調査結果にもとづき、秋田市は、保護管理にあたってきたが、同史跡は、秋田市の中

心市街地と土崎港町との中間に位置し、 一方、臨海工業地帯 (旧雄物川 )に接しているところから、

開発あるいは、宅地造成等いわゆる都市化現象によって、その侵食は日増しに増大し、加えて約600

世帯におよぶ指定地内の地域住民から出される現状変更許可申請が、年々増加の一途をたどり、保

護管理は、ますます困難をきわめてきている。

こうした事 態に対処するため、具体的保護対策の確立が急務となって、遂に、 重要地区保存のた

め土地の公有化、いわゆる買上げ事業が、昭和41年度から行なわれた。 また、これと並行して行な

- .3 -



われた基本的保護管理計画の策定は、数度にわたって直接文化財保護委員会 (現文化庁 )調査官の

現地指導を仰ぎ、作業 を進めたのである。

しか し、同史跡の全体的性格が、いまだ不明確な点が多いところか ら、最終的保護管理計画の確

瓦にはいたらず 、これまでも、 土地利用のことなどで、 土地の所有者と管理団体との間で、 トラブ

ルの起ることもしばしばあった。

方、重要保存地域における土地の公有化は、 年々進め られており、 この地区の保護活用の ため

に行なわれる環境整備事業を計画するため、史跡の構成要素となる遺構の確認、ひいては、全体的

実体 を速かに把握しなければならないことか ら、継続的発J屈調査を実施することにな り、文化庁の

指導を得て、秋田城跡発掘調査事務所を現地に新設し、 47年 7月1日調査に着手した。

(注 1)大山宏、深沢多市 「秋田県史蹴調査報告第一号」 昭和 7年

(2) 調 査 の 計 四

発掘調査事業を実施するにあたっ ては、さいわい、総事業費 500万円 (内、 国庫補助率切%、 県

賀補助率 25%)の内示を得、さらに 、宮城県教育庁の特段の配慮と多賀城跡調査研究所の理解によ

って 、同所の指導協力のもとで調査を遂行することになった。

発掘調査の基本方針は、秋田城跡、の実体を明らかにするとともに 、保護対策樹立のための基礎資

料を得ることとし 、未調査地域の予備調査、並びに 、現状変更等によ って生じた緊急調査の必要あ

る地区を発掘調査することにした。具体的には、 外郭線の確認に重点を置き、 内郭部の調査もあわ

せて進めるこ とにし たのである。

測量原点および地区設定

発掘調査を、円滑にしかも秩序だてて

行なうため、測昆原点を設置し 、さらに

は、これから 真北 を紬線として方眼状の

地区設定を行なった (第3図参照)。

it1lJ量原点の設定にあたっては、昭和34

年か ら4年間にわた る国営発掘調査にお

いて、内柵夢IJが発見された護国神社グラ

ンドの南寄りを選び、ここに任意のコン

クリート柱を埋設してこれを原点と定め、

さらに東、西、北にも各々コンクリ ー ト

柱を埋設したのである。 したがって、今

後すべての発見遺構は、この原点から方

- 4 



位、距離を計測することにしたのである。

地区割りにおいては、調査区域が広範なことと、出土遺物の整理、発掘区域の明確化等を考えあ

わせて、史跡指定地内を字界および道路を基準として24プロ ックに分け、これにアルフ ァベ ットを

付し、さらに、その上に 『秋田城』の略号 U"DA KJ を記号として用いることに した。 したがって、

lプロ ックを i'DA K N J のごとく呼称することにしたのである。

さらに、上述の護国神社グランドの原点を基点として史跡全域に60m方眼をかけ、各プロックを

細分した。 これらの方眼は便宣上、東西線を 2文字のアルファベ ット、南北線は算用数字をあて l

グリットの東南コーナーをそのグリット名とし 発掘時においてはこの60mの lグリ ッ トを、さら

に3m グリ ッ トに細分して実施することにしたのである。 なお原点は OA-∞であり、東へ 3m母

に99・98・97ーと変化し、北へ 3m毎にoB . OC.一・ーと変化させて命名した。

次数 の 扱い

前の国営発掘調査においては、 1年度をもって l回の次数とし、第 4次まで使用しているので、

この次数との重複をきけるため、 47年度は第 5次から始め、きらに、発J屈調査地区ごと次数制を採

用して明確化を期した。

発掘調査の 計 画

第 5次=外郭西南端部 通称勅使館の土塁 (畑の耕作面積拡張のため土塁の一部が破壊)

第 6次=内城北部、通称幣切山南側沢部(現状変更住宅増改築許可申請による緊急調

第 7次=外郭北東部、通称築館中心部 (保護対策の基礎資料を得るための調査)

以上、延べ面積1，322m1を発掘調査することに立案したのである。

しかしながら、当初予定し た第 6次の家屋の解体がおくれたため、第 7次を第 6次に繰り上げて

調査を進めたが、その結果は後述のとおりで、おもわ しくなか ったため急拠、遺物の散布状態の濃

密な東端に第 7次を設定したのである 。

また 、調査実施中に 、内城中心地と推定されている地域の護国神社から、社務所の一部を改築す

る旨、許可申請がなされたので、これを第 8次とし 当初計画の第 6次をこれに合併したのである。

さらにまた、第 5次の土塁発掘作業中に周辺踏査を行なったところ、台地上南端にも顕著な土塁

遺構を確認したので、落葉期を迎えた 11月下旬、多賀城跡調査研究所の応援を得て実施した遺構造

物の分布調査の際、特に勅使館地区一帯を精査した。

その結果、次ぎのとおりの調査方向を得たのである。

イ、大小路の一部を含む勅使館地区は、遺構が非常によく保存きれている 。 また、この地区が

つの郭をなす可能性が強いため、地形図(縮尺 1/5∞、コンター50cm)を作成する。

口、外側土塁には、切り割り遺構が認められるので、カヤ払いを行ない精査する。

、地形測量 を行なった地区は 当分の問、特別な事情のないかぎり発掘調査は行なわない。

以上の指導助言を仰ぎ、これにもとづいて 12月早々作業を再会したが、その結果は後述の考察(2)

のとおりである。 (佐々木栄孝)
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111 第 5次発掘調査

(1) 調 査経過

第 5次発掘調査は、秋田市寺内字神屋敷の勅使館と通称される丘陵の一部を対象として行なった。

この丘陵は、海抜30-40m位で、北西を頂点とし南東に開いた扇状を呈しており、西端は旧雄物川

によって削られて断崖 となり、北辺も 侵蝕谷によって区画きれている。 この勅使館の丘陵の南斜面

には、北西から南東方向に断続的に続く 2列の土手状の高まりが認め られる。 この土手状の高まり

については、昭和34年-37年の発掘調査の際に秋田城外郭線をなす土塁跡と考えられている。

今回の調査では、 2列の土手状の高まり のうち、南側のもののほぽ最西端にあたる地点を発掘し

た。 この地点の地形は、北東から南西に開いた緩やかな谷であり、谷を横切って外湾する形で土手

状の I~'1まりが続いている。海抜高度は、土手状の高まりの内側(すなわち北側)で約28mである (第

4図)。

この地点を発掘調査した動機は、最近に畑地化するため土手状の高まりの北半分が削平されただ

めである 。削られた土手状の高まりの断面を観察したところ、土塁に通有な版築状の築成土層が認

められた。 このため、前回の発掘調査によって秋田域外郭土塁跡と判断されたこの遺構の構築状況

および年代、土塁の周囲における施設の有無を確認し、土塁の性格を知ることを主な目的とした。

調査期間は 7月20日から 8月15日までを費し、約日om'の面積を発掘した。

7月20日、議国神社グランドに設定した iMf量原点からの測点移動を終了し、発掘区域の区画設定

を行なった。 区画割りは真南北方向に沿って 3m方眼を組み、発掘区域のほぽ中央に土層観察用の

畦を南北に残した (ただし土塁残存部では土塁の方向と直行させた )。発掘は各層ごとに掘り下げる

平面発掘を原則として行なった。

7月21日、土塁内側部分の発畑作業を開始、 7月26日までに現地表の耕作土、および造畑の|療の

整地層を除去する。 7月27日より土塁本体の検出にとりかかり、 7月29日に完了した。同日、土塁

積み土の状態を確認するため 土層観察用畦の東側に巾 1mのトレンチを設定し、土塁南半部の切

断を行ない、 7月31日に終了した。この結果、土塁は 2通りの異なった技法を交互に用いて積まれ

ていることを確認、また積み土の最下部から、底面に回転糸切痕のある須恵器片が出土したことな

どから、本土22.が少なくとも秋田城創建期には遡らないことが明らかになった。さらに、土塁積み

土直下に数個のピ ットおよび溝が発見され、土塁築造以前になんらかの遺構が存在することが判明

した。

8月1日より 、土塁外側の状態を知 るため、土塁外側の西南部に発掘区を拡張、8月9日まで断

続的に発掘調査した。その結果、土塁と同時期、および築塁前のピッ ト群を検出した。

8月2日より 3日にわたって、土塁内側におけ る築塁後の堆積土(褐色砂質土層)を除去し 、破
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壊されていた土皇内側の、基底部の輪郭を明確にした。

8月4H、写真撮影を行なうとともに、実ifllJ用の遺り方を設定し始め、 8月8日より最終日まで

実測を行なう 。 8月10日、土塁内側中央に巾 1mの卜レンチを入れ、土塁接断部と連結させて土層

状態を検討する。 この結果、土塁内側の整地層の状態を確認、またそれ以前にも厚い包含層がある

ことが判明した。 8月15日、第 5次発掘調査を完了した。

(2) 発見遺構

第 5次発掘調査で発見した遺構は、土塁跡、ピ ット群、溝、カマド跡、その他である。

a 土塁跡、および整地層

伺跡は谷を横切るように、北西一南東に残存しており、平面形は外方には曲している。土塁内

側にあたる小きな谷の中央部には、谷両側の地山を削平した土を積んで整地が行なわれ、平坦に均

されている。 その工事 は土塁築造と同時期と考えられるため、ここでは主に中央部トレンチの断面

観察の結果をもととして、整地、土塁の築造過程を一括して説明したい (第 5図)。

中央部トレンチ最北部(S547- W53付近)において 長さ約 2m にわたって地山面までの堀り下

げを行なった。その結果、この位置はほ ぼ谷中央にあたると思われ、表土下約 2nlに岩盤，fUがあり、

その上に 4層にわたる水成の自然推積土が認められる。 これらは下から、 青灰色砂層、賞褐色粘土

質土層、黒褐色粘土質土層、褐色粘土質土層の!順に堆積している。 これらの層にはすべて、土師器、

須恵器等の土器片が含まれている 。このうち、北側 では褐色粘土質土層、中央部では、地山、南側で

は黒褐色土層を 10-a)cm程掘り〈ぽめて、はぽ水平にした掘り込み事業が認められる。 その巾は約

12mである 。掘り込みの中は掘り込み上面と同位の高きまで青灰色粘質土で埋め、平坦にした基礎

が千Tなわれている。

の積み方は北側の整地から順に行なわれており、各層はすべて南に傾斜している。積み土の大

部分は、賞褐色ローム質土を主体として薄〈互層につき固められた版築状を呈している。しかし整

地層中に l層 (黒褐色土)、および繋地層と土塁の境に 2層 (赤褐色砂質土層、砂を悦える賞褐色土

)の砂質土 が、やや厚 〈一手頼みで積まれている。

土塁は内側が平坦に箆地された後に築造されている。発掘後の状態では、内側に 2つの段が認め

られるが(第 4図)、 このうちの高い段は、畑を造成した際土塁北半部を削平したためにでき、低

い段は当初の土塁基底部の立ち上がりと考えられる。規模は外側裾部が破壊されているため明確に

はしえないが、基底巾約10m程度であったと推定きれ、現在の高きは約 3mを測る。

積みの技法は賞褐色ローム質土層を主体とした薄くっき固められた版築状の積み土と砂質土か

らなる一手積みの積み土の 2通りに大別できる。土塁本体の大部分は前者によって構成きれている

が、後者の技法も 2層認めることができる。この土積み技法の相異は竪地の技法とまった〈同じで
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あり、出土遺物の型式差も認められなし、。 したがって整地から土塁上部に至るまで同ーの工事によ

って築造されたと思われ時間的な差はおそらくないと考えられる。

土塁外側の裾部に、 3個の方形の掘り方が土塁方向に沿 って並んで発見さ れた。 このうち 2個に

は柱の痕跡が認められる。 これらは土塁積み土上から掘り込まれており、おそらく土塁に付随する

遺構と考えられる。しかしその性格は不明である。

b ピット群および溝

土塁切断部および土塁外側西南拡張部において、多数のピ ッ ト、および数本の溝が発見された。

いずれも土塁築造面、ないしそれ以前の遺構である。

11切断音15からは 11個のピット、および4本の浅い講状遺備が検出された。 いずれも土塁績み

下の地山に瓶 り込まれており、 土塁築造以前の遺備である。 しかしその-1性格は不明である。

塁外1HIJ西南拡娠部では、 土塁の裾から続〈堆積土が西南に向かつて緩やかに傾斜している。 こ

の発掘区 からは32個のピ ットが検出された。 ここでの層位は、 土塁積み土上面に統〈線を境として、

下に大きく分けることができる (第 5図)。 いずれも自然堆積土である。

ピット群は築塁前の堆桁土 (赤褐色土層-小石、黄色土粒を iltえるー )から帰り込まれているも

のと 、赤補色土層より明らかに古い堆積土 (黒褐色土層)から掘り込まれたものに大別できる。前

者は土塁築造時、あるいは若干後の遺織と身えられ、後者は土塁築造より古い遺構である。

これらのピットは円形ないし方形を 呈 し、標準的な大きさは径約40cm、j菜さ 約60cm程度であ る。

またこれらは柱位置の硲認できる掘り方と 、柱位置のない素帰り穴 (打ち込み柱跡とも考え られ る)

とにわけられる。しかしこれらの配列には規則性が認められず、その性格は不明である。

I i 

c二、ミミ s-c 

、悶闘題ー

第 6図
カマド跡

50CM 

c カマド跡 (第 6図)

土塁内側東方の、 土塁基底部付近の地山上に設置されたカマ

ド跡が一基発見され た。岐煩がいちぢるし く、その形態を l明確

にすることはできなかったが、煙道は東南方向に伸びている。

カマド内に堆積した壁面崩壊土の中から、鉢形土師器 2点と、

他の若干の土師器片が出土し た。 これらの遺物から判断すると、

土塁以前のi宜構と考えられる。カマドにともなう遺構は検出で

きなかった。

(3) 出土遺物

主な出土遺物は土師器、須恵器、瓦であるが、 量的には少な

い。すべて破片の状態で出土し、復元しえた資料はわずかであ

l る。このほか土錘、石の恭IJ片、縄文式土器の小片等が若干出土

-10-
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した。

土塁積み土中からは 、瓦、須恵器大襲破片、杯、土師器が出土し 、築塁前の自然堆積土からは、

瓦、須恵器大裂破片、土師器鉢破片、土師器杯小片が出土している。これらの出土状態からみて、

遺物はすべて 2次的に包合されたと考えられ、表土から岩盤直上の松下層に至るまで層位的変化

は認められ ない。

a 表土出土遺物(第 7図 1- 5 ) 

表土からは叢等が出土している 。(1 )須恵器蓋、 害IJれ目からみて身とつまみの付着面は水平であ

るが、 ロクロか らの切り離し技法は不明である。身の内面中央部につまみ付着後の調整痕と思われ

る放射状の擦痕がわずかに認められる。須恵器杯は不完全ながら 3点復元できた (2 -4 )。杯 (2) 

は回転へラ切 り技法によってロクロか ら切り離されており、体部下半にはへラケズリ痕がわずかに

認められ る。 o (3)は底部を欠失しているため、ロクロからの切り離 し技法は不明である 。器控に お

ける砂粒の動きから、 ロクロ は右回転であることがわかる。体部下端に l条の沈線がまわっており、
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器表面にはひだすきがみられる。位 )は破片のため 底部切り離し技法、ロクロ回転方向は不明で

ある 。器表面にひだすきがみられる。土錘(5 )は完形で、非常に硬質で重 L、。胎土は粗雑で色調

は赤褐色を呈す る。表面には手で整形した跡が認められ、孔の内面には横位の擦痕が残っている。

b 土塁積み土出土遺物

中央部トレンチにおける土塁積み土からは瓦、回転へラ切りの須恵器杯、台付の土師器杯、須恵

系土器 (図版⑨-④)が出土している。実iWJに耐えうる資料は 3点あった。須恵器高台付杯 (6 ) 

は、表土下約 120cI1lの下部の互層積み土中から出土した。内面引き上げの痕跡から、ロクロは右回

転であ ったことがわか る。回転へラ切り技法によってロクロから切り離されており、休部下端に l百

ム付着時のナデ痕を有す る。(7・8)は積み土最下層の青灰色粘質土層中から出土した。(7 )は

ロクロを使用した 土師器杯であるが、磨滅が著しいため底部切り離し技法などは不明である。内面

は全面に黒色処理が地されている 。土師器襲 (8 )は破片であり、口径を復元しえなかった。 口縁

部はロクロによって整作されている。胎土は粗雑であり、粗い石粒を多量に含んでいる。体部には

、収行線状のスタンプによるとおもわれる圧痕が一個所認め られる。

c 土塁積み土下自然、堆積土出土の造物

中央部トレンチにおける土塁積み土下の自然堆積土からは、丸瓦、須恵器大裂、 蓋、土師器杯の

破片が出土している。 しかしこ の部分からは復元できる資料はなかった。

土塁外側西南拡張部における土塁積み土上の自然堆積土からは、回転へラ切りの須恵器杯、台付

杯、饗の小片、青磁片 が出土している。問、土塁積み土下の自然堆積土から'は、須恵器の高台付杯、袈

破片、土師器の小片が出土している。(9 )は黒褐色土層より出土した須恵器の高台付杯である。右

口l転ロクロによって作成きれており、 ロクロからの切り離しは回転へラケズリ技法によっている。

底部周縁には高台付着後の整形である回転されたロクロ上での指ナデ痕が認認められる。器表面に

は

d カマド出土の造物

カマドの壁、および天井部の崩壊土の下から、 2個体分の土師器鉢 (10、11)とそのほかの土師

器片が若干出土した。(10)は上半部を欠失しているが、底部には整作台の板目と思われる圧痕が残

っており、 2次調整はなされていない。表面器壁には一面に、軟質の工具によると思われる楢i目状

の擦痕が残っており、内面下部には横位のミガキの痕跡がみられる。(11)は巾の広い鉢形土器で、

口頭部はややすほ・まる。表面器壁には、 (10)と同様の工具による整形後の擦痕がみられ、内面卜に

は、横位のミガキ痕が残っている。 (古泉 弘)

W 第 6次発掘調査

(1)調査経過
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内字高野、空素沼東方地第 6次調査は、

は史跡、の北東にあこの地を対称とした。

部と考えられていたたり、秋田城東外郭の

が、 Uf3和34年から行なわれた国営発掘調査で

をつけられなかった。調査地は、はあまり

o 3 6 9 12M 
l I I I 

第 6次発掘調査図第 8図

現存畑地で通称築館と呼ばれ、館跡とも考え

Cトレ ンチ
す高ム直下に空素沼を‘れ ており、

することが知られていた。1市器、須恵器等の出周辺からはである。

まで行な った。16日、護国神社グランド8月16日より 9月 l調査は、

のほぼ中央に基点 (東へ69m 北へ245m ) を設原点より発掘地のilllJ

IE697 畑の(第 8図)を設定し、発掘を開始した。Cの 3卜レンチB、A、
脳同

iJ'I、

である。耕作土はわずか15cm下は赤褐色ロ ームを除去すると、耕作

位で、造物はほとんどなく、現代の陶器片と縄文土器 、 ~.f{忠(7，詳の破片がごく少量 出 土した 。

各卜レンチには、造物 をほとんど含まない不繋形な落ち込みが各所に確認された。

すべての調査を終了した。1日には実if!lJを終え 、9 

構遺見発(2) 

より70cm程あり 、中 には赤褐色ロ ーム層と黒褐色土即j述した不整形の最も深い落ち込みは、耕作

が埋め戻されており、陶器片、摺鉢の破片などのj立物の混入が認められた。調査地域を含め、のi昆

取り作業が盛んに行なわれたらしく、不整形の落ち込に使用するための帯は後世に、壁辺

みj立構もその痕跡と考えられる。

代、中世

だ)(小松正

以上のように 、調査地全域にわたって土取り作業が行なわれたため、撹乱が激しく、

の遺構等は全〈検出できなかった。

第 7次発掘調査V 

過キ毛調(1) 

空素沼南側部分にお6次調査と同様、城郭の外郭線を求めることで、的は、第 7次発掘調査の

いて、城跡北側の北・東郭線遺構の有無を追求し、確認する作業であ る。

内字高野の畑地を対象とした。

発J屈地点は 、四天王寺跡とされている地点の北約 140m 、高清水小学校運動場の東側に残る 土塁

第 7次発掘調査は、



の東約100mに位置する。発掘調査の面積は、約300m2である。

発掘調査に先だち、 8月25日、発掘地点にコンクリートの杭を埋めた。この地点は護国神社境内

の原点より、南へ10.156m、東へ 394.825mの点である。

この杭を軸に、真北をとり、南北NPから NRまでの 6m、東西62-73までの30m、 3m方眼の

グリ ッ トを;1'JI.んだ。

発掘作業は、 8月28日より 9月22日までと、 10月4日より7日までの補足調査を行なった。 また、

埋戻し作業は、 12月15日より 20日までである。

発掘作業は、 NQラインと、 64・67ライ ンに東西 ・南北側各25cm、計巾5Qcmの土手を残す形で作

業を進めることとした。

まず、 NO・NPー67から 72までを発掘し、地山砂 (飛 砂)に掘込まれた、東西方向に延びる V

状の溝が発見された。 この溝を追求するため、 NO・NP-64から66、NQ一白・ 68・69を発t

した。

この結果、 NQ-64グリットの中央部より南側にかけて、賞褐色砂をツキ固めた、版築状の硬い

面が現われた。

この地点の一般的土層は、耕作土の下に黒色砂層、その下に地山砂 (賞褐色)があるが、 NQ-

64に現われたツキ固めは、黒色砂層の上にあるらしく、また、溝は黒色砂で埋められているので、

この溝は、ツキ固めの下になる可能性を示していた。 そこで、このツキ固めの南側への広がりを求

めたところ、 NP -64から66グリ ットにかけて、 30cmほどの間隔をおいて、東西方向に延びる別の

ツキ固めが発見された。

この 2つのツキ固めの遺構は、その西は66ライン付近まで検出できた。東への広がりを捉えるた

め、前述のとおり、 64ラインに巾50cmの土層観察用の時を残し、 NO・NP -62・63、NQ -62・

63を発掘した。東への広がりは、発掘地の東側際62ラインまでは確実に存在していた。 また、南側

ツキ固めの南側縁に平行して、 V字状の溝も発見された。

以後、発掘調査は、 2本のツキ固めを検出する作業と、これに関する調査を中心に行ない、写

撮影・実測を済ませ、 9月22日、作業を-s_中断し、 10月4日より、 2本のツキ固めの新旧関係と

ツキ固め下に遺構が在るか否かの補足調査を行なった。

その結果、北側ツキ固めの下より掘立柱の跡と思われる遺構が発見された。掘立柱群の写真撮

影と実jsIJを行ない、 10月7日、発掘に関する作業を終了した。

(2) 発見遺構(第 9図 図版-6 ) 

城跡北側、北、東外郭線の有無を目的として調査し発見した遺構は、 2列のツキ固めと 2本の溝

( 3本の可能性もある )と柱穴群である。発掘調査の目的であった、外郭線遺構と想定した土塁や

- 14一
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第 9図 第 7次発掘調査遺構図

築地などは、発見できなかった。

北側ツキ固め遺構の現状は、 長き約16m、巾約1.6

m、厚き約2Qcm。南慣IJツキ固め遺構の現状は、長き

約13m、巾約 2m、厚きはレンズ状の最大巾で約20

cmである。

64ラインの土層 (第10図)より、この 2本のツキ

固めは 2回作られていると考えた。

まず、南側のツキ固めと、その両側 (南と北)に

2本の溝を持つ遺構が作られた。 しかし 、地山砂に

掘込まれた柱穴群は、南側ツキ固めと同時期、ある

いは前後関係を持つ柱穴群であるか否かは不明であ

る。

M
 

-A
W
i
l
i
-
-
z
a
 

その後、北側に、同様のツキ固めが、北側溝の上

に作られたが、南側例のごとく 、両側に2本の溝を

伴ったか否かは、確認できなかった。 しかし、 64ラ

イン の土層と、 NP -64グリ ット付近の平面的観察

より、南側には浅い溝が附属していたのではないか

と考え られる。 これは、 64ラインの土層図、南側ツ

キ固め中央付近に、溝と 考えられる凹みが残さ れて

いることと、 E406.40m付近の南側ツキ固めの北側

が、巾約80cm、深き約16cmほど深くなっており、東

西方向の溝と考えられるためである。

北側と南側、 2本のツキ固め遺構は、同じ作り方

をしている。それは地山砂と考えられる砂に粘土を

混ぜて版築状にツキ固めたと思われ、表面を削ると

0.5-1cmの厚きの板状になって剥離する。 この 2本

のツキ固め遺構がどのような性質を有した遺構であ

ったかについては、調査時では道路のような遺構で

はとの意見もあったが、不明としておくことが良い

と考えられ、今後の調査を待ちたい(注 1)02本の

ツキ固め遺構が調査地区の西側に無かったが、これ

は西側の地形が高いため、耕作によって、すでに、

破壊されてしまったと 言えよう。

- 15-
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計"地山砂 (飛砂) 務 ツキ回 (賞偽色砂) IK黒褐色土層

B' 
B 

第10図 第 7次発掘調査断面|ヌ

(注 1)発掘調査終了後の昭和48年 l月11日、高治水中学校前の道路の西側に歩道を作る工事

が行なわれたが、そ の南北 のカッテイン グに 第 7次同様のツ キ悶め遺構が発見さ れた。

巾 120cm、厚さ は最大で20cmである。北側は舵8しされており、全長は不明である。 また

中間部は切れ ているが第 7次遺構同隊、 24メの可能性も考えられる。南側 に一本の講を

伴う 。

(3) 出土遺物 (第11図 図版 9-5、 6、16)

第 7次発掘調査によ り、 黒色砂層から出土し た遺物は、灰平1I1陶器 l片、 須恵器の杯、褒、 土師器

の杯、褒、および須恵系土器の杯 葦 瓦の小片などである。

出土遺物は、いずれも小片であるが、図示できる遺物はできるだけ図示した。

灰柑陶器 (図版 9-16) 

同台付皿と 考えられる体部破片であ る。 内面はロクロ痕を残し、外面は淡緑色を 呈す る灰紬が全

面に施されてい る。黒色砂層の出土である 。

須恵器 (第11図、 1 - 6 ) 

l は、 高台付の杯形土器で灰色を呈す。 ロ クロからの~J り離しは、回転へラ切りである。高台 を

付す際に 若干の指によるナデ痕跡がみられる。底部径は 、6cmほどであろう 。

2は、 長類査の底部破片である 。底部は回転糸切り痕を残し、その上に へラ書きによ る文字が刻

まれているが、残部がすほどのため、内容 は不明である。外面は、部分的に自然治hがある。

3-6は、袈の破片である 。 3、5は、内面に同心円状のあて板痕を残す。外面は、葉脈状タタ

キ板の痕がある。 4、 6は、内外面とも葉脈状のあて板、タタキ板を用いている。

土師器(第11図、 11・12・15-19) 

11、12は、内面に黒色処理を行った台付の杯であ る。 いずれも底部に回転糸切り痕を残す。 この

土器は、 8-10のような厚い底部をもった杯に低い高台を付けている。図示 しなかったが、他にも

- 16-
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第11図 第7次発掘調査出土遺物実iftljい

う l点内黒土器が出土している。 内面にへラミガキを行ない黒色処理したもので、外面は赤褐色を

し、ミガかれている。底部もミガかれているが、わずかに回転糸切り痕を残す。南側ツキ固めの

遺構の上面より出土した。

15-18は、いずれも袈口縁部の破片で胎土には多量の砂粒を含んでいる。17・18は内面に黒色の

付着物を残す。

そのほか、19は、黄白色を呈す る土器で 火を受けたと思われる底部片である。

須恵系土器 (第11図、 7-10・13・14) 

7-10は、杯である。 7は、賞褐色を呈 し糸切り痕を残すが、静止糸切りの可能性もある。底部

に近い部分にわずかに回転へ ラミガキの痕があるが、周囲全面にはおよばな L、。 8 ・9は、一見す
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ると削り出し高台をもつかのように厚い平底の底部をもっ土器である。 8は、茶褐色、 9は、黄褐

色を呈し、いずれも回転糸切り痕を残す。 ロクロは右回転である。 10は、明褐色の土器である。 8

・9と同じく高台状の厚い底部で、回転糸切り痕がある。

13・14は、 蓋のツマミである。 偏平なツマミで中央部は凹んでいる。 黄白色を呈する。 20は、

砥石の破片である (図版 9ー 5)。 現在 長さ 3.5cm、巾2.5cm、厚き 7cm、秋田城跡よりは、

“さげ砥"と呼ばれる 一端に小孔をもっ長方形の小型の砥石があり、本例は、その孔の無い部分の

可能性もある 。

以上が主たる出土遺物である。 そのほか、 黒色砂層より出土した遺物には、フイコeの羽口 l、鉄

棒 2、鉄製品の破片 3、瓦片 7、がある。

また、耕作土と黒色砂層より出土した杯形土器について簡単ではあるが、分類し てみた。

その結果は、下記のとおりである。

耕作土中より出土した杯形土器は、 23片あり、須恵器は 2片、うち l片は高台付である。残る20

片は須恵系土器で l片は内面黒色、 高台付である。糸切り痕の明確な遺物は 5片で、いずれも

回りのロクロである。

黒色砂層中、須恵器杯は15片で、高台付は 4である。 ロクロからの切離 し技法のわかるものでは、

回転糸切り 2、回転へラ切り 6である 。

須恵系土器の杯は64片ある。すべて回転糸切り痕をもっ。 ロクロは右回転である。

内面黒色処理を呈する造物は 11片で、その うち高台付杯が 2片、切離し は不明。他の 9片はす

べて回転糸切り痕を残す。 (千葉基次)

羽 第 8次発掘調査

(1) 調 経過

発掘調査した地点は、秋田市寺内字大畑の高清水中学校と護国神社社務所の閉めブドウ畑の一

部である 。 この地点を発掘調査した動機は、 護国神社小舎建設に伴なう緊急調査であるが、内城跡

と推定きれてきた 護国神社付近の遺跡、の現状を把握するための試掘とも考えたので、遺構の有無の

確認ととも に、堆積層の状況の確認を目的とした。従がって発掘区域は、 15m2以上に拡張すること

を行なわなかった。

昭和47年 9月 6日、発掘区画 (3X5m)の設定を行ない、表土の除去にかかった。第 1層・第

2層は現代の、第 3層は白磁の時期以降の撹乱層であった。さらに、第 4層上面を精査し たところ

東西溝等を検出したので、遺り方を設定し実測を行なった。次に第 4層を除去し第 5層上面を精査し

- 18-



これらの性格をつカマド状の構築物 ・ピッ トなどを検出したが、発掘区域が極めて狭〈、4た結果、

この面の実測写真撮影を行な ったのち、第 5層を除去。以下同様に精査、かむことはできなかった。

までの平面お よび発掘区画の土層断面の実iJtlJを完第 7層 (無遺物層 )遺構検出、実測を繰り返し、

この地点は最下層ま ですべて砂質層であるため非常にもろく、なお、了したのは 9月20日であった。

この部分の土層実視IJは不可能な状況となった。12日以来、発掘区画の西壁がしばしば崩れ落ち、

埋戻 し作業は 9月16日より 18日まで行ない、発掘作業をすべて終了した。

第百柄 lftlil.大1/1，色砂府 1
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第 4層面遺構と土層図
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(2) 発 遺構

各層ごとに遺構検出を繰り返 した結果、第 4層上面から溝等を発見したのを始め、下層よりカマ

ド状構築物 ・ピッ トなどを検出したが、性格を把握しえたものはない。従ってここでは基本的層序

.各遺構面の順で記述する。

a 基本的層序 (第12図)

第 l層 (黒褐色砂層) ・第 2層 (灰褐色砂層) ー ガラス瓶を含んでおり、現代の撹乱層である。

第 3層 - 黒色砂層。赤褐色の須恵系土器を主として 出土するが、 自他も含 まれている。

第4層 ー 灰褐色砂層。遺物は須恵系の土器を 主体とする。

第 5層 一 時灰褐色の砂層で、上部はとくに固く締まっ ており、人為的に整地盛土されたも のと J号

えられる 。 この層の上面には カマド状の構築物があり、またー音1)は焼け商となっている。層中には

炭・焼土が多〈含まれている。遺物は第 4層とほぼ同様である。 なお、こ の土層は発掘区画の北

西部では注切れている。

第6層 - 褐色砂層。若干の遺物を含む。

第 7層 - 黄色砂層。遺物などを全〈含まず地山と考えられる。

b 遺構 (第 2・13・14・15図)

第4層面 - 幅40-60cm、深さ30cm程の東西溝 ・浅い掘り込み ・ピットを検出した。

第5層面 ー 前述した様に第 5層は人為的なものであり、その上面には粘土と砂をっき固めたカマ

ド状のものが構築されている 。 この付近に多くの焼土・木炭および焼けた花闘岩塊があ ったが、カ

@ 

第13図第 5層面遺構 第14図第 6層面遺構 第15図第 7層面遺構

マド状のもの自体には焼けた痕跡は見られない。竪穴住居跡の一部かと考え、住居跡、の壁を探した

が確認されなかった。第 5層は発掘区中央付近で浅いくぼみにより切られており、更にこの〈
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ぽみ埋土を切って 2個のピ ッ ト (No.1 ・2)が掘り込まれている。No.1のピ ッ トは一辺約日cmの不

整方形で、中央に直径約25cm の柱の痕跡がみられた。 深さ来:~Ocm である 。 No.2 は径25cm 、深さ約70

cmである。

第6層面 - 東壁に沿う深さ 10-2Qcmの不整形の大きな掘り込みと 9伺のピ y トを検出した。ピ ッ

トNo.6・7・9・11は大きな掘り込み埋土を除去 した段階で現われたことか ら 掘り込みより宵い

ことが確認された。柱の痕跡を確認できたピ ッ トはNo.4のみである。深さ40cm以上のものはNo.3・

4 ・8-11であり、他は1O-20cmの浅いピ ットである。No.9・10は一辺60cm以上の大きなピ ッ トで

あり、埋土上部に 白色の粘土ブロックが入ってい る点で共通している。両ピ ッ トの断面図 (第141ヌ

南壁 ・西壁) では埋土をい くつかに 区分したが、さほど明瞭なものではない。

第 7層面 一一辺約 13cm ・深さ 7Qcmの大ピ ットと 30cm粧のピッ ト2個および東西方向の溝状の

遺構を検出した。 ピットNo.12は大ピ ッ ト埋土を切っている。

(3) 出土 遺 物

本地点より出土 した遺物は 須恵系土器を主体とし、そ の他若干の須恵系土器 ・灰布"陶器・土師器・

瓦 ・博・羽口などである。層位的に発掘を行なうことが出 きたが、白磁を含む第 3層までは撹乱層

であり、第 4層以下の各層か らはほぼ同様のjfI物の出土をみた。従ってここでは主 として第 4層以

下の遺物を種類ごとに記述する。

( 1 J須 恵系土器 (注 1) 

杯 何れも 赤褐色または黄褐色を呈する。切り離しは静止糸切りの杯 l点を除くとすべて回転糸切

りである。

〔回転糸切り 〕の杯は形態か ら次の 3類に分かれる。

A類 (第16図 1-6・8) 底径4.8-6.5cm・口径12-15.5cm・高 さ3.8-5.4cmで、やや直線的

に開いた体部をもっ。切り離 し後の再調整は全 くみ られなし、。 この類の杯は全層か ら出土 し、

最 も多い。第4層以下か らの杯底部の出土点数は、破片 も含める と124点 である。 なお、判

読 はできないが墨書された土器 l点 も含 まれている。(図版 9-7) 

B類 (第16図 7) 口径13.5cmの割に底径4.5cmと小き〈、 高 き2.5cmの非常に浅い杯である 。第

6層面の大きな掘り込みから l点発見された。

C類 (第16図 9) 底径5.0cm、口径9.8cm、高き 3.3cmの小型の杯であり、やや内湾気味の体部

をもっ。底部周縁を軽〈へラケズリ調整している。第6層か らl点出土した。(往 2) 

〔静止糸切り〕の杯 (第16図10)は口径10.6cmの小きめ な杯で、やや内湾気味の体部をもっ。体部

下端にへラケズリの痕を残す。第 6層から l点出土した。

高台付杯 小破片が第 4 ・5層か ら各 l点出土してい る。回転糸切り底である。
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董 (第 16図11・12) すべて赤褐色を呈する。図の12は天井部を回転へラケズリで調整したのち

につまみを付けている。 第4-6層面遺構と第 5・6層から計 5点出土した。類例が多いことから、

須恵器が偶然赤褐色に焼成されたとは考えられず、須恵系、土器の範r(iぷに含めた。

( 2 )須恵器

杯 底部の切り離し方に回転糸切りによるものとへラ切りによるものがある。糸切りの杯は第 4・

6層か ら各 1点出土した。第16図13は口径 14.9cm、底径8.8cm、高さ 3.7cmで、口径に対し底径がか

なり大き L、。再調繋はな く、火砕の痕が残っている。へラ切 りの杯は第 5層に 3点認められる。糸

切り・へラ切りの杯ともに底径が大きい傾向がある。

高台付杯 杯同様切り離しに 2慢あり、各 l点出土した。 その他、 裂の体部片24点、長頚瓶の口縁

音s片 l点がある。

全体的に須 恵器は極め て少ない。

( 3 )灰 flli 陶器

同台付-皿 と考えられる 体部破片であ る。外面は一部回転へラケズリ され 、内面には淡緑色を呈す

る灰紬が全面に砲 されて おり 特に底面にあ つ くたま って いる 。胎土は灰白 色の級官、な粘土を用い

てい る。 第 5J音から出土し た。(図版 9-17) 

( 4 )土 師器

杯 すべて内面をへラでみがき黒色処理したもので、各層から少泣出土してい る。底部破片は第 4

層に 2点みられ、回転糸切り底である 。第16図15・16の口径は 15.3cmと17.5cmでかなり 大き L、。 と

もに口縁部外面を幅約 1.5cmにわたってへラでみがい てい る。

高台付杯 切り離し方、内面の再調整は杯と同様である。 台部は第 16図17の様に低いものが多 い。

第 4 ・5層と第 5層面遺構から計 5点出土した。

聾 完形品はない。底部破片には回転糸切り のもの (第4 ・5層から計 3点) とへラなどで調整さ

れてい るも の (第 4層か ら4点)がある。 第16図19の底部 は指 (? )で整形されており、体部の内

外両面にうす い木口を用い たかと思われるカキ目が残る。 そのほか体部破片の 中には内面黒色化処

理されたものも認められる。

( 5 )瓦類

平瓦 破片 9点が出土した。 凸面の叩き、凹面の布目の有無を 基準 として 3類にわけたが、資料が

少ないうえ、しかも小片による分類であることをことわっておく 。

第 l類 (第16図22)凸面には側端に平行する縄叩き目を、凹面には布目を残すものである。第

4 -6層から 計 7点出土した。 なお 過去の調査等で知 られている秋田城の平瓦はほとんどこの

類に属するようである。一枚作りによっている。

第 2類 (第16図23)凸面はへラで整形きれ、凹面の布目は残る。第 6層面遺構から 1点出土を

みた。
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第 3類 (第16図21)凸而の縄叩き目が側端に対し斜行し、凹面の布目はスリ消されている 。 第

2層から l点出土した。

埠 第 5層から厚き 6.3cmの破片が l点H¥土した。過去の表抹品等の数例を参考にすると、幅 14cm、

4 さ 2~'m 殺のものと推定され る 。

( 6 J そ の他

羽口 先端部の小片が第 4層面遺構と第 5層から各 l点出土した。(第16図20)

鉄S宰 第 4・5層および両層上岡遺楠から計 5点発見された。

以上述べ てきたことをまとめると次のようになる。

(1) 第 4層面以下の各面に遺構が存在するが、性格は把燦できなかった。

(2) 第 4層以下の遺物は須恵系土器を 主体としており、秋田城に布いてもこのような 一時期があ

ったことが確認された。 杯の底部数 (破片も含む )を例にとって比較すると、須恵;系土器124・

須忠器 5 ・土師器 2となり 、須恵系土器が圧倒的に多いことが判る。

(3) この須 忠系 土器の年代は、第 5層で灰軸陶器と共伴することから、 11世紀を中心とする頃と

考えられる。

(4) 第 4層までの堆積は 、遺物からみてさほど長ν年月を要したものとは思われない。

竺 1 ここで L、う須恵系土器とは ロクロ成形、酸化炎焼成 (赤褐色を 呈する )の一群の土器であ

る。 器質 ・色調で明らかに須恵器とは異なり、また土師器と比較すると、やや硬質であること、

へラミガキ、黒色化処理が行なわれないことで区別される 。 これらの特徴は 「宮城県多賀城跡

調車研究所年報1971J(P・46)記載の 「須恵系土器」 の特徴に酷似している 。 さらに、伴出

する須恵器・土師器の 占める割合が極めて少ない点でも共通しているので、この名称を用いた。

ただし以下の諸点で両者の問に若干の相違がみられ、まった〈等質のものであるとはいえな L、。

(1) 多賀城出土の 「須忠系土器」 の切り離し方はすべて回転糸切りであり、へラケズリの再

調幣を行な って いるも のはないのに対し、秋田城においては、わずかながら静止糸切りの

ものとへラケズリのあるものがある。

(2) 多賀城では 「須恵系土器」 を多〈含む層は、灰糊陶器を出土する竪穴住居跡の上層であ

るが、今回の発掘では、第 5層で須 恵系土器と灰利l陶器が共伴している 。

(3) 秋田城では小型の浅い杯を含まない。

(4) 秋田城では、全体をとうして体部がやや厚手である。

これらのことから、今回秋田城から出土した須恵系土器の方が、若干古手の様相をおびていると

思われる 。

なお、多賀城の「須恵系土器」 の年代は、 11世紀から 12世紀末頃と考えられている。(宮城県多

賀城跡調査研究所年報 1971 P.47) 

.注 2 この回転糸切り C類は形態およびへラケズリ調整がされている点で、須恵系土器の主体を占
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める A類とは異なり、器質においてもやや違いがあるように思われる。秋田城収蔵庫に保管さ

れている発掘質料の中にも類例がある 。

(高野芳宏)

VII 考 察

(1) 器

調査中大半の出土量 を占めるのは赤焼きの須恵系土器 (注 1)で、須恵器の出土量は極めて少

数である 。 また各地区ともロクロ使用以前の土器は出土していない。

須恵器、赤焼きの須恵系土器は 回転糸切り痕若しくは回転へラ切り痕跡を有する。

各地区ごとの出土遺物は次の如くである。

第 5次調査

塁積み土中より瓦、須恵器、土師器、須恵系土器の混入が認められる。

第 7次調査

瓦、須恵器、須恵系赤焼土器の細片が道路状遺構に粘土と共につき固められた状態で出土した。

さらに黒褐色土層からは 同類遺物が灰粕陶器片と伴出する。

第 8次調査

調査面積は本調査中最少であるが、遺物は非常に多い。瓦、士専のIJ--li皮片、須恵器、灰柑陶器それ

に完形に近い須恵系土器が数個体出土した。

以下出土量の大半を占める須恵系土器について論を進めてゆきたい。

須恵系土器の存在が問題視され始めたのはごく最近である (注2)。

頒初は焼成良好な土師器あるいは、須恵器の生焼け、焼戻り土器として処理されてきたのである。

しかし 、その出土層位、伴出遺物 成作技法など様々な点から、土師器あるいは須恵器成作の段階

の異物としてではなく 、ある特定の形態を有する土器群として注目されてきた。

その主な特徴は 「第一 にロクロ水挽きであることである。第二の特徴は内、外面両ともに再調整

を全〈行なわないことがあげられよう 。(中略) 第三の特徴として焼成温度が土師器に比してかな

り高度であることがあげられる。堅き 色調 (明褐色ないし、赤褐色を呈す)からいって、lOOO.C

に近い高火度で焼成したものと考えられ……J(注 3)とされてい る。上述の3つの特徴よりみれば、

秋田城跡出土土器も極めて酷似する須恵系赤焼土器と考えられる。

調査出土の器種は杯、台付杯、小形の皿、蓋でいずれも小石、植物繊維の不純物の少ない良質

粘土を用いている。 しかし、中には形態、色調等を比較すれば、土師器との区別が困難な土器も

少なくない。
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第 17Iヌ

又二こJd〆

U 

須恵系土器

1 -4脇本埋没家足出土 ・5-6秋田城出土 (凶営調作)

7-11胡桃館埋没家屋出土 ・12-15足回門回出

次lご須恵系赤焼土器と同類と思われる資料をここに紹介し 、本調査土器考察の手がかりとしたし 。

内では、昭和39、40年調査された男鹿市脇本埋没家屋 (注 4)鷹ノ巣町胡桃館埋没家屋(注 5) 

羽後町足回門田遺跡(注 6)がある (第17図)。

脇本遺跡出土須恵系赤焼土器は、赤褐色を呈するものと、よごれた茶褐色を 呈する二種類あり、

いずれもロクロ水挽と考えられる 。焼成良好で底部は回転糸切り、底部、体部下半のへラケズリお

よびへラミガキ等の二次調整痕はない。 口縁部外面に一部油煙状付着物の有する土器もある。共伴

関係は明確でないが、同遺跡、より須恵器杯も多数出土し、ほとんどが回転へラ切りで極少であるが、

底部にへラケズリ痕跡を残す土器もある。伴出遺物には、美濃産の台付皿の灰粕陶器がある (注 7)。

古月桃館遺跡、出土の土器は、大部分が須恵系赤焼土器である。 ロクロ水挽、底部は回転糸切りで

次調整は行なわない。杯のほとんどは内外面に油煙状付着物があり、土器全体が茶褐色化している
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が、これは燈明皿等の用途に用いられた痕跡と考え られる。口縁部は極度に外反するもの と、底部

から直線的に立ちあがる 二種類ある。

足田門田遺跡、は、雄勝城の擬定地として知 られる足田遺跡の南東 2.5kmに位置する。農地整備君主

業中に発見されたもので、昭和46年10月に 2日間の緊急調査が行われ、 2か所の性格不明な略.穴遺

構 と多数の遺物が発見された。成形技法は t記の岡遺跡 と同類 で明禍色を 呈す極め てい びつな土器

である。伴出遺ー物には、 須恵器鋭破片がある 。

県外出土例としては、岩手県胆沢城跡出土土器がある。本城跡、出土遺物については、沼山j原喜治

が考察されている (注 8)。宮城県多賀城跡では、内城地区において、 貞観11年 (869)の大震災以

降の整地とみられる灰 白色粘土層上層より出土する。 また第14次調査では 、灰柑陶器の出土する{

跡には須恵系赤焼土器はみられず、 住居跡群を覆う黒褐色土より皿、 三足土器、片口椀と伴出す

る (注 9)。

以上が須恵系赤焼土器出土地の数例であるが、時期的に層位の明確な多賀城跡出土の土器を除け

ば、 実年代を決定できる遺跡を欠き、想定年代については必ずしも 一致をみない状態である。脇本

遺跡出土土器は平安中期に位置づけ られて いるが、灰粕陶器の伴出を考慮すれば、もう少し時代の

降ることも考えられる。 また同遺跡か ら、回転へラ切り痕のある須恵器もかなりの出土量があり、5

心系赤焼土器との層位関係が注目きれる 。 胡桃館遺跡、は、須恵器が少なく須恵系赤焼土器は、大

部分が燈明皿として使用きれているが いわゆる浅く極端に外に開〈形の皿が出土しない点に特徴

がある。 これは脇本遺跡にも共通点がある。 胆沢城跡出土土器は、層位、伴出遺物は不明であるが、

沼山氏の分類した II類、 W類Bが同類と考え られる。沼山氏の論考によれば、 11世紀以降に位

づけされている。最後に多賀城跡におけ る想定年代は、14沢出土の灰柑陶器、瓦器質土器と平泉館

跡出土の瓦器質土器、須恵系土器より、 11世紀から 12世紀末頃の年代があたえられている (注10)。

このように各地の須恵系赤焼土器の出土例とその想定年代をみると、 10世紀から 12世紀に位置づ

けされる 。

秋田城跡の調査は、過去 5回にわたり多量の遺物が出土し、その一部が城跡内収蔵庫に収め られ

ているが、須恵器を除〈大部分の土器は、今年度出土した須恵系赤焼土器と同類土器である。 しか

し、時期的に分類可能な遺構 土器の編年が明らかにされていない現状では対比すべ〈資料を他に

求めなければならない。

前述した各遺跡、第 7・8次出土の灰粕陶器との関連より年代を想定すれば、 11世紀が妥当であ

ろう 。

多賀城跡においては 9世紀末には存在しないこと、 11世紀前後と考えられる灰柑陶器出土の住居跡

にはみられず、その上層より出土することなどから、東北南部と北部の地理的条件、政治体制を考

慮するならば、今固め調査で出土した土器は11世紀を遡ることはないと考え る。また多賀城跡におけ
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る上限決定の資料と して瓦器質土器、片口椀土器があるが、本遺跡、においてはみられず、従って 11

世紀を大きく降ることはない。

須恵系赤焼土器は、 基本的にはロクロ水挽、回転糸切りなど成作技法の差はないが、遺跡によ っ

てわずかであるが器形、 二次調整、用途の相違がみ られる。 また l点であるが本調査第 8次出土の

静止糸切りの存在することなどをみれば、これら土器群の細分は可能であり その必要性が考えら

れる。

注 l 第 8次調査 (注 1)参照

注 2 桑原滋郎 「歴史」ーロクロ土師器杯に ついて- 39号 昭和44年

藤雅樹、桑原滋郎 「考古学雑誌」ー東北地方における古代土器生産の展開- 57巻 3号

昭和47年

注 3 注 1に同じ

注 4 r脇本埋没家屋第一次調査概報」秋田県文化財調査報告書第5集 昭和40年

「脇本埋没家屋第二次調査概報」秋田県文化財調査報告書第 6集 昭和41年

「脇本埋没家屋第三次調査概報」秋田県文化財調査報告書第11集 昭和42年

注 5 r胡桃館埋没建物第一次発掘調査概報」秋田県文化財調査報告書第14集 昭和43年

「胡桃館埋没建物第二次発掘調査概報」秋田県文化財調査報告書第19集 昭和44年

「胡桃館埋没建物第三次発掘調査概報」秋田県文化財調査報告書第22集 昭和45年

注 6 富樫泰時「足回門田遺跡発掘調査報告書」 羽後町文化財調査報告書 昭和47年

持 7 富樫泰時氏の御教示に よる。

注 8 沼山源喜治 「北奥古代文化」ー胆沢城祉出土の糸切鞭櫨土師器とその編年的考察-(P 19) 

2号昭和44年

注 9 r宮城県多賀城跡調査研究年報」昭和46年

注目 注 9に同じ

(2) 勅使館地区土照

ここでは第 5次調査、 12月に行なった現地調査 および前回の発掘調査の成果を元に論を進めて

いきたい。

結論を箇条書にすれば次のように なる。

(1) 第 5次調査土塁は11世紀以降の構築である。

(2) 土塁、空堀を含む勅使館一帯は、従来考えられてきた秋田城外塁線と異なる独立 した館跡の

可能性が強い。
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第 5次調査で確認できた遺構は、巾 10m 高き 3mの規模で、西南を出口 とする沢を塞いだ形の

土塁と、その前面の土塁と同時期かそれよりも 古いと考えられ るピッ ト群、それに土塁構築基館

に掘られ た柱穴であ る。土塁積土中には、瓦、須恵器、須恵系赤焼土器等遺物の混入が認められた。

12月には第 5次調査地区周辺の現地調査を実施 し、南面する こ重の土塁と空堀を確認した。長さ

約200mにおよふ'空堀を狭んで、外土塁は高き 2-3m、一段上がる内側土塁は高き 2m程で上部

ム地を 弓形状に取り囲む形で各々存在する。外土塁には 、4- 5ケ所の縦割jがあり、その前方には

約 4m四方の突出部がみられる。 また短い空堀状の遺構は各所にあり、その方向は必ずしも 一定で

はない(第18図、図版 2)。

勅使館地区については 、昭和34年からの国営調査が行なわれてい る (注 1)。それによれば、+県

は山期に分類き れている 。「第一期は秋田城の存続した時代に営なまれた時期、第二期は第一期にも

っとも 近い時期で、盛土に際して第一期層を破壊して濯、外土塁を作ったものと推定する。更に第

期に至って土塁、12を大きく改造して現在みられる大土塁に j皇と、更に外土塁を築いたも のと 推

定する 」。 その他の遺構には、内土塁平坦部西の舌状台地に、 3間X2問(正面4.8X側而3.6m)の建

物跡が確認されてい る。遺物は、内土塁上層より青磁、建物跡付近の床面から育、白磁片が出土し 、

建物跡に関しては、中世一近世初頭のものと考察きれている。

勅使館は、 近世中期頃から郷土史家の注目を集めてきた場所で、大規模な土塁、堀を有力な手が

かり として一時 「秋田城=勅使館」説 も考えられたが (注 2)、確かな根拠を欠き 定説とな るまで

は至らなかった。 それが昭和34年からの国営発掘によって、秋田城を取り巻〈外塁線の一部と 考え

られ、 土塁には修復跡、その内側には中世一近世の遺構も 発見きれ今日に至ってい る。以上がこれ

まで勅使館地区に行なわれた調査の概略である 。

それでは、土塁および空堀遺構の構築年代は いつか。それには、今年度第 5次調査の土塁か らみ

ていくことにする。

前述したが、 土塁積土中か ら、わずかであるが遺物が出土した。 その遺物の中で最も新しいと考

えられる須恵系赤焼土器の出土は、構築年代の下限を示すものであろう 。瓦については、県内出土

の置が極めて少なく、秋田城出土の瓦についても充分な編年研究が未だなされて いない。土器にお

いても県内歴史時代の調査例が極めて少なく、編年研究が充分とは言えないが、各地の調査例、編

年等から理解することができる。

考察(1)で述べた如〈、須恵系土器は、 11世紀とするのが妥当と考えられ、従って須恵系土器群を

含む土塁の構築年代は、 11世紀を遡るものではない。この第 5次調査地域の土塁の延長にある南側

土塁については、国営調査において、 II期又は 111期の構築と考えられており、第 5次調査土塁とは

関連するものと思われる。な お第 5次調査において検出された土塁積土下にピ ット群があり、これ

は、 土塁構築以前の遺構である。 また国営調査で第 I期と名付けられた土塁の存在が報告きれてい

るが (注 3)、これらの遺構群構築の時期については論ずる資料をもたない。
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ところで現存する土塁は直線的または連続的なものではない。上部台地を廻る内側土塁は 弓状 を

なし突端に達して止まる。外土塁は同じく台地に沿って廻り、第 5次調査地点で直線的になり山裾

に取り付いて消滅する。台地北側は深い浸蝕谷となり自然の要塞 を形作っている。勅使館周辺は数

度の現地調査を行ったのであるが、第18図に示 した以外、焼山、護国神社の土塁と接続するような

北へ延長する土塁状遺構は確認できなかった。 このように数度の発掘調査による検出遺構、出土遺

物、現地調査等を考えるに、勅使館地区土塁は秋田城外塁線の一部とは考え難〈、むしろ土塁、空

堀を含む一帯は、 一郭を構成していると考えられる。つまり通称、勅使館と呼ばれる独立丘陵地帯は、

11世紀以降構築きれた館跡と考えられる。 (小松 正

注 1 r秋田城跡第三次調査概報」 文化財保護委員会 昭和36年

注 2 r寺内村記」 秋田県立図書館東山文庫
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'-'11版 3 第 5次発掘調査地域
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、」二塁内側積土状況西から
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"11版 5

左、土塁積土下の柱穴と溝南から 上右、土塁内側東から

下 、第 6次発概調査地域全景 北から
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図版 7 
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図版 8 

第8次発掘調査全京 下、柱穴群
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秋田城跡発掘調 務所要項

I 組織規定

秋田市教育委員会事務局組織規則

第 l条

抜粋/昭和37年 5月8日 教育規則第 3号 ¥ 
l最終改正昭和47年 7月20日 第 6号/

3 .第 3条第 3項に掲げる事務を 分掌 させるため、社会教育課に所属する 機関 として、秋田城

跡発掘調査事務所を 置く 。

第 3条

3 .秋田城跡発掘調査事務所における 事務分掌は、おおむね次のとおりと する。

史跡秋田城跡の発掘に関するこ と。

史跡秋田城跡、の調査および研究に関すること。

II 発 掘 調 査 体 制

1 )調査 主 体

秋田市教育委員会 教育長 船 山 忠 重 社会教育課長 小野寺 久 治

秋田城跡発掘調査事務所

氏 名 職 所 属

佐々木栄孝 王 査 秋田市教育委員会事務局

小松正 夫 主 事 補 11 

菅 原俊行 11 11 

古泉 ~L 補 佐 員

高 野 芳 宏 11 

千 葉 基 次 H 

柏 谷 光子 事務嘱託

2 )調査指 導

宮城県多賀城跡調査研究所

岡 田 茂弘 所 長

工 藤 雅樹 技 師

桑 原、滋 郎 11 

進藤秋輝 11 

平 )11 南 H 

西 脇俊郎 H 
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